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に
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し
、
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紙
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を
送
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す
る
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衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
電
子
タ
バ
コ
の
規
制
並
び
に
分
類
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

ニ
コ
チ
ン
を
含
有
す
る
い
わ
ゆ
る
電
子
た
ば
こ
の
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
及
び
ニ
コ
チ
ン
を
霧
化
さ
せ
る
装
置
（
以
下
「
カ
ー
ト

リ
ッ
ジ
等
」
と
い
う
。
）
を
一
般
の
個
人
が
自
分
で
使
用
す
る
た
め
に
輸
入
す
る
行
為
（
以
下
「
個
人
輸
入
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
一
定
限
度
を
超
え
る
量
の
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
等
の
個
人
輸
入
の
み
が
報
告
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
政
府
と
し

て
は
、
輸
入
の
総
量
を
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

現
在
、
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
等
に
つ
い
て
は
、
た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
で
は
規
制
さ
れ
て
お
ら

ず
、
薬
理
効
果
の
期
待
で
き
な
い
程
度
の
量
で
専
ら
着
色
、
着
香
等
の
目
的
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
が
認
め
ら
れ
な
い

限
り
、
医
薬
品
及
び
医
療
機
器
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ

き
規
制
さ
れ
て
い
る
が
、
未
成
年
の
使
用
等
が
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
そ
の
健
康
影
響

に
つ
い
て
有
識
者
に
よ
る
調
査
及
び
検
証
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
省
庁
で
連
携
し
て
今
後
の
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検

討
し
て
ま
い
り
た
い
。


